
名 称

所在地

. と交流館／木造 家建 建築面積 ㎡ 観光案 所 会議室ほか

. 衆用 イ ／鉄骨造 家建 建築面積 ㎡ 総便器数 器

. 沖新田緑地 園／約 , ㎡ 芝生広場 ウォ ク 休憩棟 その他

. その他の施設

 倉庫棟 小規模 イ 併設

 駐車場 緑地 園併設分含

 駐輪場 緑地 園併設分含

 遊歩道 約 m

 海産物直売所増設 イ 棟

 備品倉庫 自転車保管庫

. 市民の地域活性化 資す 活動の支援 情報発信及び活動の場の提供 関す 業務

. 交流拠点施設設置の趣旨を踏 えた地域活性化 資す 組 の実施 関す 業務

. 観光 必要 情報等の提供 関す 業務

. と交流館等の維持管理 関す 業務

. 施設の利用許 及び使用料の収 関す 業務

＜利用者数＞

＜指定管理者自主企画 誘致 事業＞

＜指定管理者とし の収入 支出 決算 ＞

事業実施状況

.地域活性化 資す 事業／ 件

.中間支援業務 関す 事業／ 件

利用延日数 率

日 日 . % 日 . %

会 議 室 日 日 . % 日 . %

区分 開館日数 利用日数 率

区分 開業日数 間来訪者数 日 均来訪者数

合 計 日 , , 人 , 人

様式１                                                                                                    

支出金額

指 定 管 理 料 29,298,000 人 件 費 16,794,302

収入 訳 収入金額 支出 訳

施設名

合 計 29,298,415 合 計 30,393,202

6,099,325

そ の 他 415 委 託 料 6,369,403

代表団体／特定非営利活動法人 港 ち く 幡浜

成 月 日か 成 月 日 間

政策推進課

そ の 他 1,130,172

使 用 料 0 事 務 費

所在地： 幡浜市字沖新田 番地

施設利用状況

収支状況

指定管理者

指定管理者の業務

施設の概要

指定管理者評価シ 成 度

指定期間

評価担当課

幡浜市字海老崎 番地

と交流館等



 団体 い

● 管理運営能力を有し い

● 懸念 事項 い

● 市政へ 参加 地域社会へ 貢献実績 あ

 事業運営 い

管理運営 基本事項 い

● 施設設置 趣旨 目的を踏 え い た オアシス 道 駅 し 機能を果たし い

● 利用者目線 立ち 魅力的 運営 い

業務 方針及び内容 い

(1) 市民 地域活性化 資す 活動 支援 情報発信及び活動 場 提供 関す 業務 い

(2) 交流拠点施設設置 趣旨を踏 えた地域活性化 資す 組 実施 関す 業務 い

(3) 観光 必要 情報等 提供 関す 業務 い

(4) 交流館等 維持管理 関す 業務 い

(5) 交流館等 利用許可及び使用料 関す 業務 い

そ

(1) ビス向上 利用 進 利用者へ 配慮 い 第 号

(2) 利用者 安全確保 事故防 対策 緊急時 対応 い 第 号

(3) 苦情対応 周辺住民へ 配慮 い 第 号

(4) 民営施設 ア ラマルシ 海産物直売所 や市場 市民団体 連携 い 第 号

(5) 配置人員及び職員 処遇等 い 第 号

(6) そ 省 環境へ 配慮 個人情報保護へ 配慮 第 号

 支運営 い

支運営 適 第 号 D

 そ

● そ 評価 点 あ 第 号 A

総括評価

総合評価 基準 総合点数９ 点以上 総合点数７ 点以上 総合点数５ 点以上７ 点未満 総合点数５ 点未満

当該施設 オ プン以来 連続 万人超 いう想定以上
来訪者を迎えた 施設内 商業施設運営者 努力 加

え 指定管理者 積極的 市 商業施設及び各種団体 連携を図
集客 効果的 イベントを多彩 実施した

大 く貢献し い 考え た 各種市民団体 活動拠点
中間支援施設 し 定着し 利用者 対す 細 配慮や
工夫 各種支援講 定期開催 指定管理者 地道 組

市民活動 活発化 図 い

支面 赤字決算 あ た そ 以外 項目 関し 概 良好 あ 運
営上支障 事案も た 適 管理運営 い も 評価

交流館 役割 し 市 特 重要視し い 市民 地域活性化 資す
活動 支援 情報発信及び活動 場 提供 関す 業務 交流拠点施設設置

趣旨を踏 えた地域活性化 資す 組 実施 関す 業務 い 今
い も業務 様書 示す ルマ以上 実績を積 重 そ 成果

来訪者数や施設 利用実績 映 地域活性化 大 く寄与し い

第 号

A

B

B

A

指定管理者評価シ ト 成 ７  

※指定管理者条例 幡浜市 施設 指定管理者 指定 手続等 関す 条例 を指すも す

施設名 交流館等

項目 判定
指定管理者条例 ※

第 条関連号
主 も

総合評価

第 号

第 号

評価 メント


